
お
知
ら
せ

上
下
水
道
局
か
ら
の
お
願
い

毎
月
17
日
か
ら
25
日
ま
で
上
下
水
道
メ
ー

タ
ー
の
検
針
を
行
っ
て
い
ま
す
。
検
針
業

務
の
支
障
と
な
ら
な
い
よ
う
に
次
の
点
に

つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
植
木
鉢
等

の
も
の
を
置
い
た
り
、
近
く
に
犬
を
つ

な
い
だ
り
、
車
両
等
を
停
め
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
と
そ
の
周
辺
を

き
れ
い
に
し
て
お
く
な
ど
、
適
切
に
維

持
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
局
経
営
管
理
課
窓
口
係

　
☎
㉒
８
２
２
４
（
市
役
所
５
階
）

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

令
和
４
・
５
年
度
に
市
が
発
注
す
る
土

木
、
建
築
、
電
気
、
管
、
舗
装
な
ど
の
建

設
工
事
及
び
、
令
和
４
年
度
に
発
注
す
る

測
量
、
補
償
な
ど
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

業
務
の
入
札
参
加
を
希
望
す
る
業
者
は
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
条
件

・
建
設
工
事
業
者

　
令
和
４
・
５
年
度
大
分
県
の
入
札
参
加

資
格
登
録
申
請
業
者
で
あ
る
こ
と

・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

　
令
和
４
年
度
大
分
県
の
入
札
参
加
資
格

登
録
申
請
業
者
で
あ
る
こ
と

■
提
出
書
類

　
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
様

式
１
、
様
式
２
）

■
添
付
書
類

①
工
事
経
歴
書
又
は
完
成
工
事
高
内
訳
書

（
工
事
業
者
）
、
業
務
実
績
調
書
（
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
）

②
委
任
状
（
本
社
か
ら
の
委
任
が
あ
る
場

合
）

③
市
税
の
滞
納
の
な
い
証
明

④
営
業
所
一
覧
表
（
委
任
先
が
あ
る
場
合

で
大
分
県
へ
の
委
任
先
と
異
な
る
委
任

先
の
場
合
）

■
申
請
期
間

・
県
内
建
設
業
者

　
令
和
４
年
１
月
４
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫

・
そ
の
他
の
業
者

　
令
和
４
年
２
月
１
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈫

※
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分
の
み
。

■
申
請
方
法

　
提
出
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

左
記
に
持
参
又
は
郵
送

※
市
に
令
和
３
・
４
年
度
分
の
申
請
を
し
て
い

る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者
は
、
今
回
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
契
約
検
査
室
工
事
契
約
検
査
係

　
☎
㉒
８
５
２
０
（
市
役
所
２
階
）

消
費
生
活
出
前
講
座

市
で
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
や
被

害
に
あ
わ
な
い
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
分
か
り

や
す
く
伝
え
る
「
消
費
生
活
出
前
講
座
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
講
師
の
派
遣
は
無

料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
相
談
、
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

■
講
座
内
容

・
悪
徳
商
法
と
対
処
法

・
よ
く
わ
か
る
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ

・
最
近
多
い
詐
欺
被
害
と
対
処
法
　
等

※
会
議
等
の
始
ま
り
や
終
了
時
間
を
利
用
で

き
、
短
い
時
間
か
ら
１
時
間
程
度
の
講
座
、

ク
イ
ズ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞
等
を
取
り
入
れ
る
な

ど
都
合
に
合
わ
せ
調
整
で
き
ま
す
。

■
申
込
方
法

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
１
か
月
前
ま
で

に
左
記
に
提
出

問
日
田
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉒
９
３
９
３
（
市
役
所
６
階
）

　
商
工
労
政
課
商
業
・
消
費
生
活
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

自
治
基
本
条
例
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
の
お
知
ら
せ

自
治
基
本
条
例
見
直
し
作
業
の
参
考
に
す

る
た
め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

■
対
象

　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
、
市
内
に
通

勤
す
る
人
、
市
内
に
通
学
す
る
人
　
等

■
回
答
方
法

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
電
子
申
請
ア
ン

ケ
ー
ト
フ
ォ
ー
ム
で
回
答

■
回
答
期
限

　
12
月
24
日
㈮

問
地
方
創
生
推
進
課
創
生
企
画
係

　
☎
㉒
８
２
２
３
（
市
役
所
６
階
）

農
振
除
外
の
申
請
（
随
時
変
更
）

受
付
を
一
時
停
止
し
ま
す

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
全
体
見
直
し

作
業
を
行
い
ま
す
。
見
直
し
作
業
は
、
令

和
３
〜
４
年
度
に
か
け
て
行
う
予
定
で

す
。
全
体
見
直
し
に
伴
い
、
農
振
除
外
の

申
請
（
随
時
変
更
）
受
付
は
、
令
和
４
年

１
月
１
日
か
ら
一
時
停
止
し
ま
す
。

■
農
振
除
外
申
請
受
付
の
一
時
停
止
期
間

　
令
和
４
年
１
月
１
日
〜
令
和
５
年
３
月

31
日

※
令
和
３
年
に
農
振
除
外
の
申
請
（
随
時
変

更
）
を
希
望
す
る
人
は
、
左
記
期
限
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
令
和
３
年
中
の
申
請
受
付
期
限

　
第
３
回
申
請
受
付
（
12
月
28
日
㈫
）

問
農
業
振
興
課
政
策
・
担
い
手
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
１
１
（
市
役
所
３
階
）

【
予
約
制
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
・
受
取
り
が
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り

が
左
記
の
時
間
外
・
休
日
に
で
き
ま
す
。

前
日
（
平
日
の
み
）
ま
で
に
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。

■
12
月
開
庁
日

・
12
月
９
日
㈭
・
23
日
㈭

　
午
後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

・
12
月
12
日
㈰
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
　
市
民
課

※
北
側
玄
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３
（
市
役
所
１
階
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

利
用
資
格
審
査
の
受
付

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者
が
就
労

等
に
よ
っ
て
昼
間
（
放
課
後
）
家
庭
に
い

な
い
児
童
に
対
し
て
、
学
校
の
余
裕
教
室

等
で
放
課
後
に
適
切
な
遊
び
や
生
活
の
場

を
与
え
て
、
そ
の
健
全
育
成
を
図
る
目
的

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た

め
、
ク
ラ
ブ
の
利
用
を
希
望
す
る
児
童
を

対
象
に
、
利
用
の
必
要
性
（
利
用
資
格
）

の
審
査
を
行
い
ま
す
。

※
利
用
資
格
審
査
は
、
ク
ラ
ブ
の
入
会
を
決
定

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
希
望
者
は
事
前

に
利
用
資
格
審
査
が
必
要
で
す
。

※
小
野
小
学
校
・
大
山
小
学
校
区
は
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

■
申
請
受
付
期
間

　
12
月
15
日
㈬
〜
令
和
４
年
１
月
17
日
㈪

■
提
出
場
所
　
利
用
を
希
望
す
る
児
童
ク

ラ
ブ
に
直
接
提
出

■
提
出
時
間
　

　
平
日
　
　
午
後
３
時
〜
６
時

　
土
曜
日
　
午
前
８
時
〜
午
後
６
時

※
申
請
書
等
は
12
月
10
日
㈮
か
ら
各
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
室
及
び
左
記
で
配
布
し
ま
す
。

問
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
政
策
係

　
☎
㉒
８
３
１
７
（
市
役
所
１
階
）

不
妊
検
査
費
（
妊
活
応
援
検
診

費
）
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

子
供
を
望
む
夫
婦
の
妊
活
を
支
援
す
る
た

め
、
不
妊
検
査
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

■
助
成
対
象
者

　
次
の
①
〜
③
の
全
て
を
満
た
す
人

①
検
査
開
始
日
に
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て

い
る
夫
婦
又
は
事
実
婚
関
係
に
あ
る
夫

婦
で
あ
る
こ
と

②
検
査
開
始
日
の
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満

で
あ
る
こ
と

③
申
請
時
に
夫
婦
の
両
方
又
は
一
方
が
大

分
県
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

※
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
検
査
を
開
始

し
、
検
査
開
始
日
時
点
の
妻
の
年
齢
が
30
歳

以
上
の
夫
婦
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
か
ら
２
年

以
内
で
あ
る
こ
と
。

■
対
象
と
な
る
検
査

　
医
師
が
必
要
と
認
め
る
不
妊
検
査
で
、

検
査
開
始
日
か
ら
１
年
以
内
の
検
査

■
助
成
額
　
不
妊
検
査
に
要
し
た
費
用
の

自
己
負
担
額
に
つ
い
て
夫
婦
１
組
に
つ

き
上
限
３
万
円

※
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
こ
ど
も
未
来
課
母
子
保
健
班

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
２
６
７
２

　
こ
ど
も
家
庭
相
談
室
こ
ど
も
家
庭
相
談
係

　
☎
㉒
８
２
３
０
（
市
役
所
１
階
）

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
及

び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
制
度

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付
が
便
利
で

お
得
で
す
。
金
融
機
関
等
に
行
く
手
間
が

省
け
、
納
め
忘
れ
が
防
げ
ま
す
。
ま
た
、

ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
割
引
が
適
用
さ

れ
る
前
納
割
引
制
度
な
ど
、
お
得
な
割
引

制
度
も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
日
本
年
金
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
左

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

毒
キ
ノ
コ
に
よ
る
食
中
毒
に
注
意

毒
キ
ノ
コ
を
食
用
と
誤
認
し
て
採
取
、
喫

食
し
た
こ
と
に
よ
る
食
中
毒
が
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。
食
用
キ
ノ
コ
と
確
実
に
判

断
で
き
な
い
キ
ノ
コ
類
の
採
取
、
譲
渡
、

販
売
及
び
喫
食
は
行
わ
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

問
西
部
保
健
所
衛
生
課
☎
㉓
３
１
３
３

　
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

羽
田
の
ひ
か
り
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
見
に
来
ま
せ
ん
か

■
点
灯
期
間

　
12
月
４
日
㈯
〜
令
和
４
年
１
月
３
日
㈪

　
午
後
５
時
〜
10
時

■
と
こ
ろ
　
羽
田
多
目
的
交
流
館

※
12
月
４
日
㈯
〜
19
日
㈰
（
午
後
５
時
〜
８

時
）
の
土
・
日
曜
日
は
、
食
事
提
供
グ
ル
ー

プ
「
せ
ん
だ
ん
」
に
よ
る
食
事
（
親
子
丼
、

カ
レ
ー
、
だ
ん
ご
汁
等
）
の
販
売
を
行
い
ま

す
（
各
５
０
０
円
）
。

問
羽
田
多
目
的
交
流
館
☎
㉔
８
４
２
１

　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
活
動
支
援
係

　
☎
㉒
８
３
５
６
（
市
役
所
６
階
）

科
学
実
験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

12
月
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ー
マ
は
「
浮
沈
子

で
水
族
館
を
つ
く
ろ
う
！
」
で
す
。

■
と
き
　
12
月
18
日
㈯

　
午
前
10
時
〜
正
午

■
と
こ
ろ

　
ア
オ
ー
ゼ
２
階
　
会
議
室
２
・
３

■
講
師

　
ひ
た
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ

■
参
加
費
　
無
料

■
募
集
数

　
20
人
（
先
着
順
）

■
申
込
方
法

　
電
子
申
請
又
は
左
記
に
電
話
で
申
込
み

問
博
物
館
☎
㉒
５
３
９
４
（
ア
オ
ー
ゼ
内
）

令
和
４
年
日
田
市
成
人
式

■
と
き
　
令
和
４
年
１
月
９
日
㈰

・
式
典
：
午
前
11
時
〜

※
受
付
は
午
前
10
時
〜
。

■
と
こ
ろ
　
パ
ト
リ
ア
日
田

■
対
象

　
平
成
13
年
４
月
２
日
〜
平
成
14
年
４
月

１
日
に
生
ま
れ
た
人

※
日
田
市
に
住
民
票
が
あ
る
人
に
は
、
12
月
中

旬
に
案
内
状
を
送
付
し
ま
す
。

※
対
象
者
の
う
ち
市
外
在
住
で
出
席
を
希
望
す

る
人
は
、
左
記
に
申
込
み
が
必
要
で
す
。

※
成
人
式
へ
の
出
席
に
あ
た
り
特
別
な
配
慮
が

必
要
な
人
や
心
配
事
が
あ
る
人
は
社
会
教
育

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
右
記
二
次
元
コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８
（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

※電子申請有り…市ホームページの電子申請のページから申込みできます。次回の広報ひた12月15日号は、12月15日㈬に発送します。

ひ
と
り
親
家
庭
の
皆
さ
ん
を

デ
ュ
オ
・
リ
サ
イ
タ
ル
に
ご
招
待

令
和
４
年
２
月
11
日
㈷
に
パ
ト
リ
ア
日
田

で
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ
音
楽
祭
拠
点
公
演
と
し

て
開
催
さ
れ
る
「
上
野
耕
平
＆
山
中
惇
史

デ
ュ
オ
・
リ
サ
イ
タ
ル
」
に
無
料
で
ご
招

待
し
ま
す
。

■
対
象

　
市
内
に
お
住
ま
い
の
ひ
と
り
親
家
庭
の

親
子

■
招
待
券
引
渡
し
場
所
（
先
着
20
人
）

　
パ
ト
リ
ア
日
田
　
窓
口

※
児
童
扶
養
手
当
通
知
書
な
ど
ひ
と
り
親
家
庭

を
証
明
す
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
未
就
学
児
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

問
パ
ト
リ
ア
日
田
☎
㉕
５
０
０
０

　
社
会
教
育
課
文
化
振
興
係

　
☎
㉒
６
８
６
８
（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

令
和
４
年
度
お
お
い
た
林
業

ア
カ
デ
ミ
ー
研
修
生
募
集

森
林
組
合
や
林
業
会
社
な
ど
の
林
業
分
野

へ
の
就
職
・
起
業
を
目
指
す
人
を
対
象

に
、
林
業
知
識
や
技
術
・
資
格
の
習
得
を

目
的
に
行
う
研
修
で
す
。
研
修
期
間
中

は
、
年
齢
に
応
じ
月
額
12
・
５
万
円
又
は

年
間
１
０
０
万
円
の
就
業
準
備
給
付
金
の

支
給
等
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
研
修
期
間
　
令
和
４
年
４
月
〜
令
和
５

年
３
月
（
約
11
か
月
間
）

■
研
修
場
所

　
大
分
県
林
業
研
修
所
（
由
布
市
）
及
び

県
内
の
林
業
現
場
等

※
市
か
ら
交
通
費
補
助
を
予
定
。

■
受
講
料
　
無
料

■
募
集
数
　
12
人

■
申
込
方
法
　
受
講
申
込
書
を
（
公
財
）

森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
郵
送
又
は
持
参

※
林
業
振
興
課
窓
口
に
も
申
込
書
を
備
え
付
け

て
い
ま
す
。

■
申
込
期
限
　
12
月
17
日
㈮

問
（
公
財
）
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

　
☎
０
９
７
‐
５
４
６
‐
３
０
０
９

　
林
業
振
興
課
森
林
整
備
係

　
☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
）

大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

令
和
３
年
度
第
４
回
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

予
約
不
要
、
参
加
費
無
料
で
誰
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

□
と
き
　
12
月
12
日
㈰

　
午
前
10
時
〜
　
受
付

　
午
前
10
時
30
分
〜
　
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
校

内
見
学
、
訓
練
実
習
　
等

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
立
日
田
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
㉒
０
７
８
９

令
和
４
年
度
日
田
准
看
護
学
院
生
徒
募
集

【
願
書
受
付
期
間
（
２
次
募
集
）
】

　
令
和
４
年
１
月
３
日
㈪
〜
28
日
㈮
（
必

着
）

□
試
験
日
　
令
和
４
年
２
月
６
日
㈰

【
願
書
受
付
期
間
（
３
次
募
集
）
】

　
令
和
４
年
２
月
１
日
㈫
〜
18
日
㈮
（
必

着
）

□
試
験
日
　
令
和
４
年
２
月
20
日
㈰

□
と
こ
ろ
　
日
田
准
看
護
学
院

□
受
験
資
格

　
中
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有
す
る
人

□
試
験
科
目
・
内
容

　
国
語
、
数
学
、
作
文
、
面
接

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
田
准
看
護
学
院
☎
㉓
８
８
３
６

Information 12.１ くらしの情報

市政情報ピックアップ

▼対象団体
　振興局管内及び振興センター管内に居住する住民等で
組織する団体

▼補助率
（いずれも上限50万円）
　・限られた地域の振興を対象とした事業…６割以内
　・地域全体の振興に寄与する事業…８割以内

▼対象事業
　令和３年度中に実施するもので、地域の活性化を目的
に実施する事業

※市の他の補助対象となる事業を除きます。

▼申込方法
　各振興局・振興センターに申込み
※申請を希望する団体は、補助事業の詳しい内容や提出書類の
説明を行うため、事前に各振興局・振興センターに相談して
ください。
※補助金等の審査は先着順で行います。

●まちづくり活動や地域の活動に活用しませんか

▼対象団体
①一般枠
・自治会や地域コミュニティを形成する団体
・３人以上で構成する公益的な活動やまちづくり等に関
わる団体

※各振興局・振興センター管内の団体は下記の「周辺地域活性
化対策事業費補助金」をご利用ください。
②若者チャレンジ枠
・市内に在住又は通勤、通学する16歳から29歳までの
若者が主体的に活動する団体で、３人以上で構成され
る団体

※構成員に20歳以上の人が１人以上必要です。

▼補助率
①一般枠
　補助対象経費の６割以内（上限50万円）
※視察研修のみの事業（上限30万円）。
②若者チャレンジ枠
　補助対象経費の10割以内（上限25万円）

▼対象事業　令和３年度に実施し、地域活性化を推進す
る以下の事業
・自然の活用や自然環境の保全等に係る事業
・景観、歴史、文化等を活用した事業
・生活環境の保全・美化に関する事業
・地域間、国際間の交流に係る事業
・人材の育成を目指した事業
・その他、地域振興に資する事業
・上記事業を行うための視察研修事業
※②若者チャレンジ枠の場合、視察研修は対象外です。
※原則、新規事業が対象です。
※市の他の補助対象となる事業は除きます。

▼申込方法　
　まちづくり推進課に申込み
※申請を希望する団体には、補助の詳細内容や提出書類の説明
を行うため、事前に相談してください。

　地域に根差したまちづくりや人づくりのために、市内の団体などが企画する活動に対して助成を行っています。

問まちづくり推進課市民協働・男女共同参画推進係
　☎㉒７５１５（市役所６階）

問まちづくり推進課地域活動支援係
　☎㉒８３５６（市役所６階）

まちづくり活動推進事業補助金

周辺地域活性化対策事業費補助金

若者チャレンジ枠

市内に在住する又は通勤
通学する 16歳から 29歳
までの若者が主体的に活
動する、３人以上で構成
される団体
※構成員に 20歳以上の人
　が１人以上必要です。

補助金額 上限 25万円
対象団体
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